
写 
 

４消安第 1819 号  

令和４年８月１日  

 

都道府県知事 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

獣医療法施行規則の一部改正について（通知） 

 

令和４年８月１日付けで、別添のとおり「獣医療法施行規則の一部を改正する

省令」（令和４年農林水産省令第 45号）が公布され、令和７年４月１日から施行

されることとなりました。 

今回の改正趣旨及び改正内容は下記のとおりです。引き続き、放射線診療従事

者等の放射線の防護等について、御指導いただくとともに、貴管下の関係者への

周知方お願いします。 

 

記 

 

１ 改正趣旨 

（１）国際電気標準会議（ＩＥＣ）において、手で保持して撮影する口内法撮影

用エックス線装置の基準が令和３年５月に改正された。このことを踏まえ、

当該基準との整合性を図るため、医療用エックス線装置基準（平成 13年３

月 22日厚生労働省告示第 75号）の改正が行われた。 

（２）これを受け、改正後の医療用エックス線装置基準を満たした手で保持して

撮影する口内法撮影用エックス線装置を診療施設において使用する場合に

管理者が講じなければならない防護措置を規定するため、獣医療法施行規

則（平成４年農林水産省令第 44号）を改正した。 

 

２ 改正内容 

（１）エックス線装置について講じなければならない防護措置として、手で保持

して撮影する口内法撮影用エックス線装置の漏れ放射線※を、装置表面に



おいて 0.05ミリグレイ毎時以下とすることを追加（施行規則第８条第１項

第１号）。 

※漏れ放射線：放射線源の防護しゃへい物を通過する電離放射線 

（２）また、撮影用エックス線装置について講じなければならない防護措置とし

て、口内法撮影用エックス線装置を手で保持して使用する場合には、利用

線すい以外のエックス線から操作者を防護するための取り外すことのでき

ないしゃへい体を備えることを追加（施行規則第８条第３項第３号）。 

 

（以上） 
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○ 農 林 水 産 省 令 第 四 十 五 号  
獣 医 療 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 四 十 六 号 ） 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 獣 医 療 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 四 年 八 月 一 日  

農 林 水 産 大 臣  金 子 原 二 郎   

獣 医 療 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

獣 医 療 法 施 行 規 則 （ 平 成 四 年 農 林 水 産 省 令 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 
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改 正 後  改 正 前  
  

（ エ ッ ク ス 線 装 置 の 防 護 ） 

第 八 条 診 療 施 設 の 管 理 者 は 、 エ ッ ク ス 線 装 置 に つ い て 、 次 に 掲 げ る

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ エ ッ ク ス 線 装 置 の 防 護 ） 

第 八 条 診 療 施 設 の 管 理 者 は 、 エ ッ ク ス 線 装 置 に つ い て 、 次 に 掲 げ る

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 エ ッ ク ス 線 管 の 容 器 及 び 照 射 筒 は 、 利 用 線 す い 以 外 の エ ッ ク ス

線 量 が 次 に 掲 げ る 自 由 空 気 中 の 空 気 カ ー マ 率 （ 以 下 「 空 気 カ ー マ

率 」 と い う 。 ） に な る よ う に し ゃ へ い す る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） 

ハ 定 格 管 電 圧 が 百 二 十 五 キ ロ ボ ル ト 以 下 の 手 持 ち 撮 影 を 意 図 し

な い 口 内 法 撮 影 用 エ ッ ク ス 線 装 置 に あ っ て は 、 エ ッ ク ス 線 管 焦

点 か ら 一 メ ー ト ル の 距 離 に お い て 、 〇 ・ 二 五 ミ リ グ レ イ 毎 時 以

下 

ニ 定 格 管 電 圧 が 百 二 十 五 キ ロ ボ ル ト 以 下 の 手 持 ち 撮 影 を 意 図 す

る 口 内 法 撮 影 用 エ ッ ク ス 線 装 置 に あ っ て は 、 装 置 表 面 に お い て

、 〇 ・ 〇 五 ミ リ グ レ イ 毎 時 以 下 

ホ イ か ら ニ ま で に 掲 げ る エ ッ ク ス 線 装 置 以 外 の エ ッ ク ス 線 装 置

に あ っ て は 、 エ ッ ク ス 線 管 焦 点 か ら 一 メ ー ト ル の 距 離 に お い て

、 一 ・ 〇 ミ リ グ レ イ 毎 時 以 下 

ヘ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

一 エ ッ ク ス 線 管 の 容 器 及 び 照 射 筒 は 、 利 用 線 す い 以 外 の エ ッ ク ス

線 量 が 次 に 掲 げ る 自 由 空 気 中 の 空 気 カ ー マ 率 （ 以 下 「 空 気 カ ー マ

率 」 と い う 。 ） に な る よ う に し ゃ へ い す る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） 

ハ 定 格 管 電 圧 が 百 二 十 五 キ ロ ボ ル ト 以 下 の 口 内 法 撮 影 用 エ ッ ク

ス 線 装 置 に あ っ て は 、 エ ッ ク ス 線 管 焦 点 か ら 一 メ ー ト ル の 距 離

に お い て 、 〇 ・ 二 五 ミ リ グ レ イ 毎 時 以 下 

 

（ 新 設 ） 

 

 

ニ イ か ら ハ ま で に 掲 げ る エ ッ ク ス 線 装 置 以 外 の エ ッ ク ス 線 装 置

に あ っ て は 、 エ ッ ク ス 線 管 焦 点 か ら 一 メ ー ト ル の 距 離 に お い て

、 一 ・ 〇 ミ リ グ レ イ 毎 時 以 下 

ホ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

２ （ 略 ）  ２ （ 略 ） 

３ 診 療 施 設 の 管 理 者 は 、 撮 影 用 エ ッ ク ス 線 装 置 に つ い て 、 第 一 項 に

規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 措 置 （ Ｃ Ｔ エ ッ ク ス 線 装 置 に あ っ

て は 、 第 一 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  
３ 診 療 施 設 の 管 理 者 は 、 撮 影 用 エ ッ ク ス 線 装 置 に つ い て 、 第 一 項 に

規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 措 置 （ Ｃ Ｔ エ ッ ク ス 線 装 置 に あ っ

て は 、 第 一 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 携 帯 型 エ ッ ク ス 線 装 置 の う ち 、 手 持 ち 撮 影 を 意 図 す る 口 内 法 撮

影 用 エ ッ ク ス 線 装 置 に あ っ て は 、 公 称 管 電 圧 七 十 キ ロ ボ ル ト で 〇

・ 二 五 ミ リ メ ー ト ル 鉛 当 量 以 上 の 取 り 外 し の で き な い 後 方 散 乱 エ

ッ ク ス 線 シ ー ル ド 構 造 を 備 え る こ と 。 

４ （ 略 ）  

一 ・ 二 （ 略 ） 

 （ 新 設 ） 

 

 

 

４ （ 略 ） 
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附 則  
（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 診 療 施 設 に 備 え ら れ て い る エ ッ ク ス 線 装 置 に 対 す る こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 獣

医 療 法 施 行 規 則 第 八 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。


	（写し）都道府県知事あてかがみ
	（施行）220801 獣医療法施行規則（農林水産省令第45号）

